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一

 

 

一
　
概
説

 
　
１
　
改
正
の
成
立
経
緯

　
　

　
欧
州
復
興
開
発
銀
行
（
以
下
「
銀
行
」
と
い
う
。
）
は
、
中
欧
及
び
東
欧
の
諸
国
の
政
治
的
及
び
経
済
的
改
革
を
支
援
す
る
た
め
、
複
数
政
党
制
民
主

(1)
主
義
、
多
元
主
義
及
び
市
場
経
済
の
諸
原
則
を
誓
約
し
か
つ
適
用
し
て
い
る
中
欧
及
び
東
欧
の
各
国
の
市
場
指
向
型
経
済
へ
の
移
行
等
を
促
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
国
際
開
発
金
融
機
関
で
あ
る
。
欧
州
復
興
開
発
銀
行
を
設
立
す
る
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
年
（
千

九
百
九
十
年
）
パ
リ
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
我
が
国
は
、
平
成
三
年
（
千
九
百
九
十
一
年
）
四
月
に
こ
の
協
定
を
締
結
し
た
。
平
成
十
八
年
（
二
千
六

年
）
に
は
モ
ン
ゴ
ル
を
受
益
国
に
追
加
す
る
旨
規
定
し
た
改
正
が
、
平
成
二
十
五
年
（
二
千
十
三
年
）
に
は
銀
行
が
決
定
す
る
地
中
海
の
南
部
及
び
東
部

の
加
盟
国
を
受
益
国
に
追
加
す
る
旨
規
定
し
た
改
正
が
、
そ
れ
ぞ
れ
発
効
し
て
い
る
。
令
和
六
年
（
二
千
二
十
四
年
）
二
月
現
在
、
銀
行
の
加
盟
者
は
、

 

七
十
二
箇
国
及
び
二
の
機
関
で
あ
る
。

　
　

　
現
行
の
協
定
に
規
定
さ
れ
て
い
る
銀
行
の
融
資
等
の
上
限
は
、
銀
行
設
立
当
時
（
千
九
百
九
十
一
年
）
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
銀
行
が
行
う
融

(2)
資
等
（
貸
付
け
、
株
式
又
は
持
分
へ
の
投
資
及
び
保
証
）
の
残
高
を
自
己
資
本
（
応
募
済
資
本
、
準
備
金
及
び
剰
余
金
）
以
下
に
制
限
し
て
い
る
。
他

方
、
現
行
の
融
資
等
の
上
限
は
、
現
在
で
は
、
近
年
の
リ
ス
ク
管
理
手
法
と
比
べ
て
過
度
に
保
守
的
な
も
の
で
あ
る
と
広
く
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
、
加
盟
者
は
、
銀
行
に
よ
る
現
在
及
び
将
来
の
支
援
ニ
ー
ズ
へ
の
一
層
幅
広
い
対
応
を
可
能
と
し
、
銀
行
の
機
能
を
強
化

す
る
た
め
、
協
定
に
規
定
さ
れ
て
い
る
融
資
等
の
上
限
の
撤
廃
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
で
一
致
し
た
。
ま
た
、
加
盟
者
は
、
令
和
二
年
（
二
千
二
十

年
）
十
月
の
銀
行
の
総
務
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
中
期
戦
略
に
基
づ
き
、
銀
行
の
支
援
対
象
の
拡
大
に
つ
い
て
議
論
し
て
き
た
結
果
、
開
発
上
の
ニ
ー

ズ
が
高
く
、
現
在
の
受
益
国
（
支
援
対
象
国
）
と
の
結
び
付
き
の
強
い
地
域
と
し
て
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
の
加
盟
国
を
受
益
国
に
追
加
で
き
る
よ
う

に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
で
一
致
し
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
令
和
五
年
（
二
千
二
十
三
年
）
五
月
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
開
催
さ
れ
た
銀
行
の

総
務
会
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
規
定
す
る
協
定
の
改
正
に
関
す
る
総
務
会
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
な
お
、
融
資
等
の
上
限
の
撤
廃
に
関
す
る
改
正

は
、
国
際
開
発
金
融
機
関
の
既
存
資
本
を
最
大
限
活
用
す
る
た
め
の
Ｇ
２
０
の
取
組
で
あ
る
「
自
己
資
本
の
十
分
性
に
関
す
る
枠
組
み
の
見
直
し
（
Ｃ
Ａ

 

Ｆ
レ
ビ
ュ
ー
）
」
の
提
言
を
踏
ま
え
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 

　
２
　
改
正
の
受
諾
の
意
義



二

 

　
　
　
こ
の
改
正
は
、
銀
行
の
機
能
の
強
化
を
目
的
と
し
て
協
定
上
の
融
資
等
の
上
限
を
撤
廃
す
る
と
と
も
に
、
銀
行
の
業
務
の
地
理
的
範
囲
を
限
ら
れ
た
数
の

サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
改
正
を
受
諾
す
る
こ
と
は
、
市
場
指
向
型
経
済
へ
の
移

行
等
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
対
す
る
国
際
協
力
を
一
層
推
進
す
る
見
地
等
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

 

る
。

 

　
３
　
改
正
の
受
諾
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

 

　
　
　
こ
の
改
正
の
受
諾
に
よ
り
、
新
た
な
措
置
を
と
る
義
務
は
生
じ
な
い
。

 

　
４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

　
　
　
こ
の
改
正
の
発
効
は
、
開
発
上
の
ニ
ー
ズ
が
高
く
、
現
在
の
受
益
国
と
の
結
び
付
き
の
強
い
地
域
で
あ
る
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
の
加
盟
国
に
対
す
る

支
援
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
協
定
上
の
融
資
等
の
上
限
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
り
銀
行
の
機
能
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
。
銀
行
に
お
い
て
第
一
位
の
投
票
権
シ
ェ
ア
を
有
す
る
米
国
に
次
い
で
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
及
び
英
国
と
並
び
第
二
位
の
投
票
権
シ
ェ
ア

を
有
す
る
我
が
国
が
、
こ
の
改
正
を
可
能
な
限
り
早
期
に
受
諾
す
る
こ
と
で
、
他
の
加
盟
者
の
受
諾
を
促
し
、
そ
の
早
期
発
効
に
貢
献
す
る
こ
と
が
必
要
で

 

あ
る
。

 

二
　
改
正
の
内
容

 

　
　
こ
の
改
正
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

　
１
　
銀
行
の
業
務
の
地
理
的
範
囲
の
拡
大

　
　
銀
行
の
受
益
国
の
範
囲
を
拡
大
し
、
銀
行
が
、
現
在
の
受
益
国
で
あ
る
中
欧
及
び
東
欧
の
各
国
、

モ
ン
ゴ
ル
並
び
に

地
中
海
の
南
部
及
び
東
部
の
加

(i)

(ii)

盟
国
に
加
え
、

限
ら
れ
た
数
の
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
の
加
盟
国
に
お
い
て
も
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

及
び

に
つ
い
て
は
、
総

(iii)

(ii)

(iii)

務
の
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
あ
っ
て
加
盟
者
の
総
投
票
権
数
の
四
分
の
三
以
上
を
代
表
す
る
も
の
に
よ
る
賛
成
投
票
に
よ
り
、
銀
行
が
決
定
す

 

る
。
）
こ
と
を
定
め
る
（
協
定
第
一
条
の
改
正
）
。

 

　
２
　
協
定
上
の
融
資
等
の
上
限
の
撤
廃
等

　
　
　
協
定
第
十
二
条
１
に
規
定
さ
れ
て
い
る
融
資
等
の
上
限
を
撤
廃
す
る
と
と
も
に
、
理
事
会
が
銀
行
の
財
務
の
健
全
性
等
を
保
護
す
る
た
め
、
適
当
な
制
限



三

 

　
　
　
こ
の
改
正
は
、
銀
行
の
機
能
の
強
化
を
目
的
と
し
て
協
定
上
の
融
資
等
の
上
限
を
撤
廃
す
る
と
と
も
に
、
銀
行
の
業
務
の
地
理
的
範
囲
を
限
ら
れ
た
数
の

サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
改
正
を
受
諾
す
る
こ
と
は
、
市
場
指
向
型
経
済
へ
の
移

行
等
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
対
す
る
国
際
協
力
を
一
層
推
進
す
る
見
地
等
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

 

る
。

 

　
３
　
改
正
の
受
諾
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

 

　
　
　
こ
の
改
正
の
受
諾
に
よ
り
、
新
た
な
措
置
を
と
る
義
務
は
生
じ
な
い
。

 

　
４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

　
　
　
こ
の
改
正
の
発
効
は
、
開
発
上
の
ニ
ー
ズ
が
高
く
、
現
在
の
受
益
国
と
の
結
び
付
き
の
強
い
地
域
で
あ
る
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
の
加
盟
国
に
対
す
る

支
援
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
協
定
上
の
融
資
等
の
上
限
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
り
銀
行
の
機
能
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
。
銀
行
に
お
い
て
第
一
位
の
投
票
権
シ
ェ
ア
を
有
す
る
米
国
に
次
い
で
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
及
び
英
国
と
並
び
第
二
位
の
投
票
権
シ
ェ
ア

を
有
す
る
我
が
国
が
、
こ
の
改
正
を
可
能
な
限
り
早
期
に
受
諾
す
る
こ
と
で
、
他
の
加
盟
者
の
受
諾
を
促
し
、
そ
の
早
期
発
効
に
貢
献
す
る
こ
と
が
必
要
で

 

あ
る
。

 

二
　
改
正
の
内
容

 

　
　
こ
の
改
正
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

　
１
　
銀
行
の
業
務
の
地
理
的
範
囲
の
拡
大

　
　
銀
行
の
受
益
国
の
範
囲
を
拡
大
し
、
銀
行
が
、
現
在
の
受
益
国
で
あ
る
中
欧
及
び
東
欧
の
各
国
、

モ
ン
ゴ
ル
並
び
に

地
中
海
の
南
部
及
び
東
部
の
加

(i)

(ii)

盟
国
に
加
え
、

限
ら
れ
た
数
の
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
の
加
盟
国
に
お
い
て
も
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

及
び

に
つ
い
て
は
、
総

(iii)

(ii)

(iii)

務
の
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
あ
っ
て
加
盟
者
の
総
投
票
権
数
の
四
分
の
三
以
上
を
代
表
す
る
も
の
に
よ
る
賛
成
投
票
に
よ
り
、
銀
行
が
決
定
す

 

る
。
）
こ
と
を
定
め
る
（
協
定
第
一
条
の
改
正
）
。

 

　
２
　
協
定
上
の
融
資
等
の
上
限
の
撤
廃
等

　
　
　
協
定
第
十
二
条
１
に
規
定
さ
れ
て
い
る
融
資
等
の
上
限
を
撤
廃
す
る
と
と
も
に
、
理
事
会
が
銀
行
の
財
務
の
健
全
性
等
を
保
護
す
る
た
め
、
適
当
な
制
限

 

 

を
定
め
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
を
定
め
る
（
協
定
第
十
二
条
１
の
改
正
）
。

 
三
　
改
正
の
効
力
発
生

 

　
１
　
協
定
第
一
条
の
改
正

　
銀
行
の
事
務
局
は
、
二
千
十
九
年
に
、
協
定
第
一
条
の
改
正
に
つ
い
て
、
そ
の
改
正
が
地
理
的
範
囲
の
拡
大
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
銀
行

(1)
の
目
的
の
改
正
（
協
定
第
五
十
六
条
２

）
に
は
当
た
ら
ず
、
全
て
の
加
盟
者
の
受
諾
で
は
な
く
、
加
盟
者
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
あ
っ
て
加
盟

(i)
(d)

者
の
総
投
票
権
数
の
五
分
の
四
以
上
を
有
す
る
も
の
に
よ
る
受
諾
（
協
定
第
五
十
六
条
１
）
で
足
り
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。
銀
行
の
事
務
局
は
、
二
千

 

十
九
年
の
こ
の
見
解
を
踏
ま
え
、
今
回
の
協
定
第
一
条
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
協
定
第
五
十
六
条
１
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　
協
定
第
五
十
七
条
に
基
づ
き
、
い
ず
れ
か
の
加
盟
者
に
よ
り
、
今
回
の
協
定
第
一
条
の
改
正
へ
の
協
定
第
五
十
六
条
１
の
規
定
の
適
用
に
疑
義
が
呈
さ

(2)
れ
、
総
務
会
又
は
理
事
会
に
よ
っ
て
当
該
適
用
が
否
定
さ
れ
な
い
限
り
、
今
回
の
協
定
第
一
条
の
改
正
は
、
協
定
第
五
十
六
条
１
及
び
３
の
規
定
に
よ

り
、
加
盟
者
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
あ
っ
て
加
盟
者
の
総
投
票
権
数
の
五
分
の
四
以
上
を
有
す
る
も
の
が
受
諾
し
、
そ
の
事
実
を
銀
行
が
全
て
の
加

 

盟
者
に
宛
て
た
公
式
の
通
報
に
よ
っ
て
確
認
し
た
日
の
後
三
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

 

　
２
　
協
定
第
十
二
条
１
の
改
正

　
　
　
協
定
第
十
二
条
１
の
改
正
は
、
協
定
第
五
十
六
条
１
及
び
３
の
規
定
に
よ
り
、
加
盟
者
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
あ
っ
て
加
盟
者
の
総
投
票
権
数
の
五

分
の
四
以
上
を
有
す
る
も
の
が
受
諾
し
、
そ
の
事
実
を
銀
行
が
全
て
の
加
盟
者
に
宛
て
た
公
式
の
通
報
に
よ
っ
て
確
認
し
た
日
の
後
三
箇
月
で
効
力
を
生
ず

 

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

 

四
　
改
正
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

 

　
　
こ
の
改
正
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

 



四

 

 

（
参
　
考
）
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